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別撤廃委員会の第 44会期 (2009年 7月 20日 ～8月 7日 )がニューヨークで開催され、日本の

第 6次 レポ=卜 が審議されます。均等待遇アクション21事務局も日本女性差別撤廃条約 NGOネ ットワー

ク「JNNC」 に参加して、様々な準備を行っています。現在、CEDAWか ら日本政府に対 して出された質問
書へのN∞ 版回答書作りに取り組んでいます。

注目されていた昭和シェル野崎事件の最 は却下という結果でした (1/22)。 は判断を避
け、国際機関からの度重なる勧告、原告・弁護団・支援の仲間からの声を聴きませんでした。これで高
裁判決が確定しました。原告&弁護団の声明を同封いたします。また野崎さんに続いて、昭和シェル労
組の在職女性 12名 が提訴している裁判は、東京地裁で 3月 23日結審となりました。最高裁に係属中の
兼松事件では、 しっかり公正な判決を出すよう求めます。

内閣府に設置されている「地方分権改革推進委員会」(委員長 丹羽宇一郎 伊藤忠商事取締役会長)

が昨年 12月 、第 2次勧告を総理大臣に提出しました。厚生労働省関係部分を見ると、国の出先機関の
見直しとして、機関の統廃合等など雇用行政に重大な影響を及ぼす内容です。報告文を同封します。

に係る施策の方向性について検討を行うとして「有期労働契約
研究会」が発足しました。アクション21事務局でも傍聴をしながら注目していきたいと考えています。

http://7WW.mhlw.go.jp/shingi/2009/02/so223-12.html

の一環で均等待遇アクション21事務局を訪間、交流しましたので報告をお読み下さい。

アクション 21大阪 員会で 1月 「均等待遇かるた大会」を開催し、大いに盛 り上がっ

たという報告が届きました。ぜひ、皆さんのところでもやってみませんか !

官製ワーキング・プア 反貧困集会へご参加下さし
なかなか、知られていない、公務労働の非正規問題について、考えよう !運動を広げよう !と 4月 26

日 (日 )、 総評会館 (東京・御茶ノ水)で「なくそう !官製ワーキングプア～反貧困集会～」が開催され

ます。均等待遇アクション21事務局も賛同団体として参加します。同封案内をご覧になりご参加を。

リーフレット～増刷できました !!
前回のニュースに同封 しました『 lLOリ ーフレット』の注文が相次ぎ、

識 。日本の非常識」が一日でわかります。学習の資料に使ってください。

す。

2009年度賛同費納入のお願い

均等待遇アクション21の活動にご理解・ご協力をいただき感謝いたします。均等待遇アクション21
の会計年度は 4月から翌年 3月です。2009年度の賛同費の納入を同封の郵便振替票にてお願い申し

上げます。1□ 2000円、団体の皆様には 2□以上のご協力をお願いいたします。

厳しい財政状況下、たいへん心苦しいのですが「きんとう基金」にもご協力いただけましたら幸いです。

なお 2008年度の会計報告は次号ニュースにさせていただきます。

性差別撒廃委員会(CEDAW)の第 6次日本レポート審議へむけ活動中 !:

和シェル石油男女賃金差別事件(野崎事件)最高裁決定…上告・上告受理申立を

方分権改革推進委員会第 2次勧告の問題点…・雇用均等室のプロック化反対 !!

労働省で 2月 23日 、有

増刷 しました。「世界の常

ご注文をお待ちしていま

/



～間接差別をなくし、同一価値労働同一賃金を実現する～

到 ″ √増霧富ロアタシヨン′r」 D活■に向け τ

rFr―rr′θθθ事ィガ～ノ
【呼びかけ人】         r
相原久美子 浅倉むつ子 伊田 広行 大沢 真理 大野 町子 大脇 雅子 木下 武男 木村 愛子

熊沢  誠 小池  晃 小宮山洋子 柴山恵美子 清水 澄子 正路 怜子 菅沼 友子 竹中恵美子

津和 慶子 寺沢 勝子  中野 麻美 林  弘子 林 陽子 福島みずほ 藤田 一枝 船橋 邦子

古田 典子 松本 惟子  円 より子 三山 雅子 森 ます美 山本  博  吉川 春子  脇田  滋

【賛同者】合場敬子 相澤美智子 青木艶子 赤羽佳世子 秋元恵子 秋山淳子 浅井真由美 朝倉泰子 浅

野美恵子 荒井利津子 安藤直子 飯田治子 丼加田まり 五十嵐美那子 池田資子 池田芳江 石田絹子

石田好江 居城舜子 石川久枝 石橋慶子 石原豊子 石田久仁子 伊豆田アキ 伊田久美子 市川若子 市

吉澄枝 伊藤セツ 伊藤みどり 稲場みち子 稲元周子 稲垣眸 井上美代 井上睦子 丼上好子 今井けい

今福庸夫 岩井久江 宇仁宏幸 内田典子 内海和子 梅沢栄子 浦川悦子 江野本啓子 江森民夫 遠藤恵

子 遠藤公嗣 大国和江 大竹美登利 大本徹 大山七穂 緒方玉江 小城智子 奥山たえ子 奥山えみ子

奥田公恵 奥田祐子 尾沢邦子 小沢明美 尾崎かおる 尾崎公子 尾崎良江 小田みどり 尾辻喜代子 折

原和代 折原由紀子 飼手和子 片岡千鶴子 片岡陽子 加藤順子 加藤伊都子 加藤登紀子 門林洋子 角

山優子 鎌倉淑子 上村勝行 亀永能布子 亀田篤子 鴨田哲郎 川名はつ子 漢人明子 木越陽子 木住野

理恵 北明美 北岡孝義 貴田月美 北日明代 木村瑛子 木元弘子 草薙順一 楠井道雄 國本淳子 久野

澄子 久場嬉子 熊崎清子 久米弘子 倉知博 黒岩秩子 黒岩容子 黒沢節子 桑原輝子 玄場絢子 郡和

子 越堂静子 伍賀僣子 小島八重子 後藤安子 五島昌子 小林佳子 小林ひろ子 小松満貴子 小松加代

子 菰田由美子 小柳優子 古山啓子 近藤正代 近藤美恵子 今野久子 斎藤栄子 斉藤正美 坂井隆之

酒井和子 逆井征子 坂本敦子 坂本福子 阪本美知子 佐崎和子 佐藤敦子 佐藤由紀子 佐藤公子 佐藤

周一 塩原節子 志賀寛子 宍倉良枝 設楽ヨシ子 志田なや子 芝崎麻紀子 島田美恵子 嶋川まき子 清

水計枝 清水純子 清水直子 清水恵 白木憲一凛「 新谷文子 神惇子 陣内絹恵 末永節子 杉村和美 杉

井静子 鈴木よし子 鈴木京子 清山玲 関優美 瀬古由紀子 瀬野喜代 添田包子 高島道枝 高木睦子

高橋広子 高橋弘子 高島順子 高橋みよ子 高橋洋子 高山紀世美 高田洋子 高村裕子 高須裕彦 滝沢

香 滝秀樹 武井多佳子 竹内勝子 竹信三恵子 但馬けい子 田代瑞恵 立花英人 龍田美智恵 建部玲子

谷恵子 谷博之 田沼祥子 田沼久男 田中玉枝 田中環 津久井勝子 辻新一 堤典子 綱島文江 露木肇

子 都留伸吾 戸枝晶子 遠野はるひ 当麻よし子 戸川美穂子 徳茂万知子 戸塚秀夫 富永誠治 富田修

司 内藤篤男 内藤忍 中村史子 仲谷良子 中村和雄 中村ひろ子 中谷紀子 中谷文美 永井よし子 長

嶋信也 長坂寿久 名田明子 夏木ふみ 鍋島初美 二木洋子 西島博 西田英俊 西浜楢和 西谷敏 仁田

裕子 丹羽雅代 根本ますみ 野崎光枝 野畑員理子 野村生代 橋本ヒロ子 長谷川和子 長谷川伸子 畑

中邦子 八谷真智子 服部雅美 馬場裕子 花崎摂 浜田小夜子 早房長治 葉山洋子 林誠子 林瑞枝 原

澤那美子 樋り||つ や子 肥田和子 日向繁子 平り|1和子 広木道子 深澤秀子 福原宇子 福田健一 福地絵

子 藤井俊道 藤浦由美 藤枝泉 藤沢真砂子 舟山三千子 古守恵子 古谷悦子 朴木佳緒留 細谷久美子

堀江和子 堀口悦子 本間伸子 本田次男 本間節子 本間重子 真壁清子 牧田真由美 松井京子 松野菊

美 松崎歌子 松村文人 三重野栄子 三島春子 三橋敦子 南明美 官地光子 官成友恵 村上克子 村松

安子 村藤美枝子 望月悦子 望月すみ江 本山央子 守芙美子 森容子 森本孝子 森田千恵 森谷久子

屋嘉比ふみ子 柳沼千枝 矢澤澄子 矢澤江美子 矢島床子 矢谷康子 山崎久民 山下慶子 山下はるみ

山下泰子 山口雪子 山藤将之 山田久爾枝 山本幸子 山崎員由美 山本令子 山崎耕一郎 山口わか子

柚木康子 養父知美 横山基子 吉田隆 吉田啓子 四谷信子 和気文子 渡辺泰子 渡辺聡 和田肇 和田

成枝 匿名 3名 【賛同団体】アミカス嘱託職員ユニオン おんな労働組合 (関西)神 奈川シティユニオン 関

西女の労働問題研究会 均等待遇アクション 21京都  国労婦人部 自治労中央本部女性部 自治労横浜関

連支部協議会 昭和シェル労組 女性ユニオン東京 すみだユニオン せんしゅうユニオン 全国労働組合連

絡協議会女性委員会 都議会生活者ネットワーク 新潟県教職員組合女性部 にいがた女性会議女性の労働部

会 日本教職員組合女性部 日本労働組合総連合会男女平等局 練馬区立図書館協力員労働組合 働く女性の

人権センターいこる ふぇみん婦人民主クラブ 民主党 郵政労働者ユニオン CAWネ ット・ジャパン I女性

会議 I女性会議大阪 I女性会議東京都本部 (09。3.25現在)

《2008年度分(2008年 4月 ～09年 3月 )賛同費をご納入いただきました方 の々お名前を掲載させていただきました。》
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昭和シェル石油男女賃金差別事件(野崎事件)最 高裁決定に対する

原告な らび に弁護 団声明
2009年 1月 22日 、最 高裁判所第一小法廷 (泉 徳治裁判長)は原告野崎光枝 さんが訴え

た昭和シェル石 油株式会社の男女賃金差別事件に関 し、双方の上告 。上告受理 申立をいずれ も

認めない旨の決定 を行った。
2 野崎 さんが最 高裁 に対 して東京高裁判決 (2007年 6月 28日 )の 見直 しを求めていた主

な点は以下の とお りである。

(1)合併時の 1985年 までの 32年間の男女差別 について、不法行為ではない と判断 した点。

高裁判決 は、 1985年 以前に野崎 さんが和文 タイプの業務に長年従事 し、その後デー

タ伝送、テ レックスの受発信等の業務 に従事 してきたことにつき、その評価 のもの さし (基

準)を全 く示す ことな く、比較対象 の男性 と同価値 の仕事 を してきた とはいえない、 と判

断 した。しか し、この判断は、IL0100号 条約 (男 女同一価値労働同一報酬条約 )が 、

労働の差異 を理由として報酬に差異 を設 ける場合 には性 中立的で客観的な基準に基づ く職

務評価に裏付 けられてい ることを要請 しているのを無視す るものであって、同条約の趣 旨

を内包す る憲法 14条、労働基準法 4条 の解釈・適用 を誤 つたものである。
また、高裁判決は、不法行為が成立 しない と判断 した理 由として、「その当時の我が国に

おける一般的な状況 (賃金 における男女間の格差の存在、同業他社の賃金状況な ど)等」
を挙げてい るが、憲法 14条 、労働基準法 4条 に照 らせばそれ らの事象 自体違法 とい う以

外になく、かつ、これ らの一般的な事象が個別本件 当事者 間において具体的に どのよ うに

合理性を基礎づける理 由 となるのか、全 く判断を示 していないのであつて、その誤 りは明

白である。

(2)賃金決定の手段にす ぎない本件会社 の職能資格等級 の決定について、労働基準法 4条 の

問題ではない と読めるよ うな曖味な判断 をした点。

高裁判決 は、「職能資格等級の格付 けは、賃金 の額 に直結す る問題である」 として、合

併時の移行格付 けに関 しては賃金についての取扱い として労働基準法 4条 を適用 したが、

合併前あるいは合併後 の定常的な格付 けに関 しては、「職務、能力、勤務態度、責任等の

定常的な評価 の結果の反映の意味 もある」と述べ、「評価 に基づ く職能資格等級の格上げ、

据置等の取扱 いは、直 ちに労働基準法所定の賃金 についての取扱 い といえるわけではな

く」「均等法 8条所定の労働者の昇進 についての取扱 いに当たる」 とした。 しか し、本件
では会社 は職能資格等級 を職務、能力等の評価 に基づ くのではな く男女別学歴別 の滞留年

数 によって管理・運営 していたものであ り (こ の事実は高裁判決 も認 めてい る)、 ま さに

男女別賃金表 を設定 していたに等 しい事案であつて、改正前雇用機会均等法 8条 所定の
「昇進」についての取扱 いに当たるとした判断は誤 りである。また、そ もそ も 「配置・昇
進」の結果 として生 じた賃金格差に関 しても労働基準法 4条 が適用 され ると解す るべきで

あつて、高裁判決は憲法 14条、労働 基準法 4条の解釈・適用を誤 つたものである

(3)資格の是正が極めて不十分である点。

高裁判決 は、合併時、野崎 さんがD2と い う低い資格に格付 けられていた ことを前提 に、
D2の 男性 は全員合併の際 にGlと なつたことか ら、 これ よ り下に格付 けることは違法で

あるとい う理 由で、是正すべき資格 をGlと した。 しか し、合併後には野崎 さん と同学歴

同世代で 「同 じよ うな仕事」を担当 しているS2の 男性社員が存在 していることを認定 し

ているのであるか ら、資格 の是正にあたつてはこの比較対象男性 と同 じレベル とすべきで

あって、高裁判決がそれ よ り少なくとも 2ラ ンクも低い是正 しか行わなかったのは、労働
基準法 4条 の解釈適用 を誤 つたもので ある。      .

(4)会社の消滅時効の援用 を認 めた点。

本件では、会社は、組織的かつ意図的に女性 の資格 を据 え置き、合併時、女性 を著 しく

不利益に取 り扱い、合併後 は 「職能資格滞留年数」なる裏マニュアル を周知 させて男性 と

比べ、資格及び賃金 において差別を してきたのであって、女性労働者 は、差別 を受 けてい

るとは感 じて も、性差別 による 「損害」 を具体的に知 ることはできない。高裁判決は民法
724条 前段 の 「損害及び加害者 を知 りたるとき」の法解釈 を誤 り、最高裁 の判例にも反

す る誤つた判断を行つた ものである。
また、労働 基準法 4条及び均等法 8条の趣 旨に反す る不法行為を秘密裏かつ継続的にお

こなってきた大企業が、控訴審に至 り、消滅時効の援用をす ることは信義則 に反 し、権利

濫用 とい うべ きである。
3 ところが、最高裁 は野崎 さんのこれ らの 申立に対 して、内容 に踏み込む ことな く、 10行に

もみたない形式的 な理由で棄却 した。上記 の ような重大な誤 りを含む高裁判決 について何 ら実
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質的な検討 を加 えることなくこれ を是認 したのは、憲法 をは じめとす る法の解釈・適用に関 し

て最終的な判断を示すべき最高裁判所の責務 を放棄 した もの と言わ ざるをえず、強 く抗議す る。
4 この最高裁決定によって、前記東京高裁判決が確定す ることとなつた。

高裁判決は、上記 のような問題 を含む不十分 なものではあるが、以 下にあげるよ うに評価す
べき ところもあ り、 これ らの判断が確定 した ことは重要である。

(1)同 学歴・ 同年齢 の男女社員の中で、資格及び本給に著 しい格差が存 していた場合、合理的

な理 由が認 め られ ない限 り、性 の違いによるものと推認す るのが相 当であり、会社の制度上、

いわゆる大量観 察 による方法論 は不適切 との会社の主張 を退け、裁判 において男女差別の有

無が問題 となつた とき、立証の一つの方法 として、大量観察の方法 により行 うことができる

と判断 した点。

(2)1985年 の合併 に伴い、合併前の会社 か ら新資格 に移行 させ る際に、野崎 さんを、同 じ

資格 の男性全員 よ りも低い資格 とし、その後 も 1段階昇格 させただ けに留めた ことは、女性

であるがゆえの賃金差別 (労働基準法 4条違反)で あつて、故意に よる不法行為であるとし

た点。

(3)1985年 に成 立 し、 1986年 4月 1日 に施行 され た (改 正前)雇 用機会均等法 8条で

は、事業主は、男女労働者の昇進における均等取扱いの努力義務が規定されてお り、この規

定は、行政的措置が予定されてお り、「単な る訓示規定ではなく実効性 のある規定である」か

ら、「努力をなん ら行わず、均等な取扱いが行 われていない実態を積極的に維持す ること、あ

るいは配置及び昇進 について男女差別をさらに拡大す るよ うな措置 を とることは、同条の趣

旨に反す るものであ り、不法行為の成否 についての違法性判断の基準 とすべき雇用関係 につ

いての私法秩序 には、上記のよ うな同条の趣 旨も含まれ るとい うべ きである」 とした点。

(4)2001年 に発覚 した 「職能資格滞留年数」 とい う会社が秘密裏 に作成 した昇格管理基準

(裏 マニュアル )に ついて、詳細な事実認定 を行い、「サ ンプル調査 の結果」との会社の主張

を退 け、合併 (1985年 )か ら少なくとも 1993年 までは、同様 の基準で、昇進 につい

て女性 を男性 と 「均等な取扱 い しないことを積極的に維持 していた」 と判断 し、 1988年
以降に野崎 さんを昇格 させず据 え置いた点が違法であつて不法行為 にあたるとした点。

(5)合併後、会社 は、野崎 さんに対 し、少な くとも 2段 階の昇格を 目標 とする措置を講 じる努

力 をすべ きであった と認め、退職時の野崎 さんの本給額 30万 7970円 を 39万 7760
円に是正す る内容 で、月例賃金及び賞与の差額の損害賠償 を会社が支払 うことを命 じた点。

(6)過去分及び将来の公的年金 の差額分の損害 について算定 をして会社に支払を命 じた点。

(7)経 済的損害 とは別 に、慰謝料 200万 円の支払を会社 に命 じた点。
5 これで野崎裁判 は終了 したが、昭和シェル石油及び 日本社会における性差別 をな くすため、

本事件 に関心を寄せ て くださった多 くの皆 さん と共に、今後 とも努力 を続ける決意である。

2009年 2月 17日

砲黒い

司法制度そのものに多 くの疑問・不信 を残 したまま裁判 は終わった。目標の定ま らない怒 り

で、心が街往ってい る。慰めと労わ りを含 めての本音 と思 うが、裁判 とはこんなものよとひ とは

言 う。男性 の資格・賃金の約 70%か ら85%で の決着。 当然のことなが ら私は 100%を 望ん

だ。男女差別賃金の訴訟 を提起 しなが ら100%を 目指 さないひ とがい るのだろ うか。水平でな

い平等な どあろ うはず も無い。15年 間の裁判 では多くのこ とを学んだ。それまでの私が持たな

かつた語彙が増 えた。共感 を寄せ て くれる多 くの人。闘 うことの意義。すべてが一人で居 ること

を好む私の生活を一変 させた。犠牲 も大きかつたが得 るもの も多かった。いま、私はひ とつの道

程であ り、 ワン・ノブ・ゼムであることも知つた。～健康で今 日に至つた ことを心か ら寿 ぎたい～

古い友人か らこんな便 りがとどいた。もつて瞑すべきか。ついでに言お う今 日は健康だ、だか ら

次へ進 も う。 日本の司法は私を切 り捨てた。次なる道は何処 にあるか。

この裁判に関心を持 ち応援 して頂いた皆様 と情熱をもつて積極的に支援 していただいた皆様

に心か らお礼 を申 し上 げると共 に矛 を収めるこ となく走 り続 けたい との思いをお伝 えできれ ば
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と思 う。 長 い問 あ りが と うござい ま した。

野 崎 光 枝

≠



ツ 一ゞハ春闘
″
に取グ紹む 生協労連のみなさんを迎えて

“パート春闘"の さきがけとして東京で開催された総決起集会に全国から集まった生協労連の組

合員の皆さんが、2月 12日 、均等待遇アクション21の事務所を訪れました。メンバーは生協労

連本部の北日明代さんはじめ、沖縄、九州、愛媛、愛知から、男性 2名 を含む計 5名 の方々です。

生協労連は、組合員の7割がパー ト労働者でその多 くが女性です。これまで年収 103万円や 130

万円の範囲内で働 く人が多かったそうですが、最近は年金加入者も増え、均等待遇の要求も急速に

高まっているということです。

生協労連が実施 している全国的な統一調査の結果を見ながら、各地域の労働条件や具体的な取組

みも紹介されま tノ たo最近は男性のパー ト労働者が増えてきたことで、パー トでも生活できる賃金

が必要だということがようやく話題にされるようになってきたと言います。パー ト労働法が改正さ

れたが、均等待遇の 3つのポイントをすべてクリアするのは難 しく実効性がない。同じ仕事をして

いれば同じ賃金が支払われるように「仕事」をベースにした賃金体系にするよう議論を始めようと

思っている、とのことです。

今春闘では、(1)最低賃金の

引上げ額を目安にベア、一時

金の前進、(2)「パー ト労働者

の賃金・労働条件が正規職員

に比べ低いのはなぜか」につ

いて、理事会に説明を求めよ

う (「 パー ト法 13条の説明義

務」、パー トだからという理由

は通用 しない)、 (3)定年再雇

用制度の見直し、(4)正規職員

の登用制度の導入や教育訓練

の充実、職務 (役割 。責任)

が同じパー ト労働者の均等待

遇、特別有給休暇や通勤手当の均等待遇など、改正パー ト法を最大限活用して均等待遇を実現する

ことを目標に掲げています。生協では、配送パー ト・契約社員、介護ヘルパー、管理職パー ト、ア

ルバイ トなど、異なる雇用形態が広がっており、雇用形態や職務内容に応 じた要求を汲み上げ、組

織することも組合の大きな目標です。

生協労連は昨年秋 ILOを訪問し、パー ト差別の実態を訴えてきました。均等待遇については国

際的な視野とレベルで考えていかないと扉は開かないということを実感してきたと言います。アク

ション 21が作成 した ILOリ ーフがたいへん参考になると喜ばれました。

懇談を終えて「これだけさまざまな活動を幅広くやっているのに、代表も置かず、呼びかけ人と

賛同者で構成しているネットワーク型の組織だと知 り、びっくりしました。事務所も他の団体と共

有 しているんですね。懇談を通 じて元気をもらうことができました。」と感想を述べてくれました

が、私たちも各地域で粘り強 く活動 している皆さんに大いに励まされました。 (広木道子)

ダ



思わず熱くなιl春した r

―均等待遇ウェー7「均等待遇 r新春かるた大会」報告

2009年初頭の行事も一段落 した 1月 27日 、均等待遇アクション21大阪実行委員会は、

2006年東京事務局作成の『均等待遇かるた』を使って「楽しく学ぼう !間接差別 均等

待遇 !新春かるた大会」を開催 しました。

4～ 5人のグループに分かれ、アクシヨン21共同代表の屋嘉比さんが読み手となり、

第一回戦。最初は初めての顔合わせもあり遠慮がちで したが、字札が読み上げられるたび

に、みんな札をとることに夢中になってあっという間に勝負がつきました。引き続き各グ

ループでの順位で、グループを再編 して二回戦。グループごとに歓声が上がったり、思わ

ぬ個性が発揮されたり、みんなの体験に基づいて創られた、言いえて妙の字札とリアリテ

ィあふれる絵札に感心したり、納得 したり、予想以上の盛り上がりでした。

その後、参加者全員が自己紹介を兼ねて、「印象に残ったカー ド」を一枚選んでコメン

ト。今でもお茶 くみなどの性別役割が残っている職場があること、正規と非正規、女女間

格差の実態、女性への間接差別であった時には取り上げられなかった非正規への差別が、

男性に及んだ時に社会問題になったことへの怒り等々が語られました。

最後に各グループの トップに事務局団体が用意した賞品が渡され解散しました。

企画をした時の予想を超える厳 しい社会状況め中で、それだからこそ、「パート労働者も正

規労働者も同じ労働者。間接差別をなくし、均等待遇実現に向けた元気の出る運動に取り組ん

でいこう」との思いを共有できたのではないかと思います。(羽 )

ろ



雇用均等室のプロック化に反対する !!

2008年 12月 8日 公表された内閣府の地方分権改革推進委員会 「第 2次勧告一国の出先機関の

見直し」では、都道府県労働局は「現行の組織を廃上して、プロック機関に集約 し、地方厚生局と統

合する」とされています (図参照)。 3月 24日 政府の地方分権改革推進本部が発表 した工程表は、

さすがに現在の厳 しい雇用情勢のなかで具体的な書き方はできなかつたようですが、「出先機関の統廃

合、地域との連携やガバナンスの確保の仕組みなど、第 2次勧告で示された出先機関の組織の改革の

方向性に沿つて検討を進め、改革大綱に盛り込む」とあきらめてはいません。私たちは、労働行政・

雇用均等行政が後退 しないように、反対の声を大きくする必.要があります。

都道府県毎にある労働局が廃止され「**地方厚生労働局 (仮称)」 に統合されるとどうなるか? 例

えば、東北各県の人が仙台に、九州各県の人が福岡に行かねばならず、実質上相談できなくなります。

都道府県労働局は、雇用均等行政、労働基準行政、職業安定行政の第一線業務を担い、直接、労働

者が、使用者が訪れて相談する場として機能してきています。労使の当事者にとってアクセスしやす

い相談窓口となっており、総合労働相談件数は、年間 100万件を超え、助言・指導、あつせん 。調

停などの制度も幅広 く利用されています。

とくに、雇用均等室は、男女雇用機会均等法、育児 。介護休業法、パー トタイム労働法等の施行機

関として、働く女性の権和1の救済・支援を担っています。 2007年 度の相談件数は 2万 9千件で 2

年前の約 1.5倍に増えており、違反のあった 4、 547事業場に対して 1万 5千件余の是正指導を

行つているそうです。しかし、これだけの支援をしながらもなお、職場のセクハラは後を絶たず、男

女賃金格差も縮まらず、第一子出産を機に退職する女性が 7割もいるなど、先進各国と比べてはるか

に遅れた状況にあります。私たちは県単位の雇用均等室では不十分で、さらに出先機関を作る、職員

も増やすなど充実が必要だと思つていますから、ブロック化案は逆行するものです。

さらに、国のハローワークを漸次縮小し、地方に移管するとしています。 1万 1千人の人員削減が

目的ですが、地方ごとの雇用失業情勢の違いや財政力の違いにより、セーフティーネットの機能が失

われる危険性があります。

このプロック化案は、地方分権改革案の一環として進められているものですから、例え政権が交代

ヒ/て も粛々として進められることが考えられます。次のような意見書も参考にしてください。

労働政策審議会雇用均等分科会見解  http 懸ヽ w.mhlw.2o.ip/houdou/2009/01/d1/h0113-la.pdf

日弁連会長声明  httpソ/ww‐ nichibenrem堕h/ia/opinion/statement/0903061.html

日本労働弁護団意見書  htto‖lomepagel.nitvcoゴroubel1/teigen09/gen090304.htm
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